
 

 

議  案  第  １  号  

 

 

市道路線の認定について  

 

市道路線を次のとおり認定する。  

 

令和２年２月２５日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

認定する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

1108 垣生一丁目１２番線  
垣生一丁目甲８６１番 ３地
先から垣生一丁目甲８６１
番９地先まで 

市道町南通り線から南へ垣生一丁目
甲８６１番９地先まで  

1109 本郷三丁目２番線  
本郷三丁目 ２０２７番 ２地
先 から本郷三丁目 ２０００
番１地先まで 

市道本郷西筋線から東へ本郷三丁
目２０００番１地先まで  

1110 土橋二丁目１０番１号線  
土橋二丁目 ２６７５番 １地
先 から土橋二丁目 ２６７５
番１１地先まで 

市道土橋東筋線から東へ市道大生
院船木線まで 

1111 土橋二丁目１０番２号線  
土橋二丁目２６７５番２０地
先 から土橋二丁目 ２６７５
番１８地先まで 

市道土橋東筋線から東へ土橋二丁
目２６７５番１８地先まで  

1112 土橋二丁目１０番３号線  
土橋二丁目２６７５番１５地
先 から土橋二丁目 ２６７５
番１７地先まで 

市道土橋東筋線から東へ土橋二丁
目２６７５番１７地先まで  

1113 庄内町六丁目３番線  
庄内町六丁目４９７番 ５地
先から庄内町六丁目４９１
番２２地先まで 

市道久保田庄内線から南へ庄内町
六丁目４９１番２２地先まで  

 

提案理由  

道路法第８条第２項の規定により、本市における未認定道路を市道に認定するため、

本案を提出する。  

 



 

 

参照条文  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）抜粋  

 

（市町村道の意義及びその路線の認定）  

第８条  第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がそ

の路線を認定したものをいう。  

２  市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ

当該市町村の議会の議決を経なければならない。  

３～５  （省  略）  



 

 

認定路線位置図  

   

１１０８ 垣生一丁目１２番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

起点 

終点 

市道新田松神子線 

市道町南通り線 

垣生一丁目 

八幡一丁目 

八幡三丁目 



 

 

認定路線位置図  

   

１１０９ 本郷三丁目２番線  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

起点 

終点 

本郷三丁目 

一般国道１１号 

愛媛県立新居浜特別支援学校 

愛媛県立新居浜病院 

市道本郷西筋線 

市道本郷中通り線 

本郷二丁目 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１０ 土橋二丁目１０番１号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

土橋二丁目 

土橋公園 

起点 

終点 

市道土橋東筋線 

尻無川 

市道大生院船木線 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１１ 土橋二丁目１０番２号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

土橋二丁目 

土橋公園 

起点 
終点 

市道土橋東筋線 

尻無川 

市道大生院船木線 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１２ 土橋二丁目１０番３号線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

土橋二丁目 

土橋公園 

起点 

終点 

市道土橋東筋線 

尻無川 

市道大生院船木線 



 

 

認定路線位置図  

   

１１１３ 庄内町六丁目３番線  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

起点 

終点 

市道久保田庄内線 

市道庄内角野線 

庄内町六丁目 

一般県道多喜浜泉川線 

ＪＲ予讃線 


